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住民税非課税世帯に対する重点支援交付金(追加支給)事業に係る給付金　給付申請書

　表記の事業につきまして、令和５年度の住民税の課税状況に基づき、追加支給対象者に該当するため、以下のとおり支給予定額をお知らせいたします。
　以下の内容をご確認の上、太枠内を記入し、令和６年３月２９日（必着）までに、この申請書を提出してください。①

	裏面④に金融機関名等を記入し、必ず通帳見開き1ページ目のコピーを添付してください。
１．支給対象者
２．支給方法　　　口座振込（１月下旬より、振込を開始いたします。）
３．支給日　　　「支給決定通知書」を送付し、お知らせいたしますので、そちらでご確認ください。
４．支給額　　　住民税非課税世帯に対する重点支援(追加)額　　１世帯あたり　　７万円


誓約・同意事項　　※必ずご確認ください※③
②

	　私は、下記のとおり、住民税非課税世帯に対する重点支援交付金(追加)事業に係る給付金（以下、「本給付金」という。）の支給要件に該当するので、誓約・同意事項を確認し、本申請書を提出します。
○　支給要件
令和５年１２月１日時点で、本市の住民基本台帳に登録されており、令和５年度において世帯全員の住民税均等割が、非課税である世帯（生活保護世帯を含む）
○　誓約・同意事項
１．支給対象要件の該当性等の審査のために、市が必要な住民基本台帳、税情報等の公簿等の確認を行うことや
必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。
２．世帯の中に住民税課税となる所得があるにもかかわらず、申告をしていない者はいません。
３．北見市が給付を決定した後、振込不能等の事由により、支払いが完了せず、かつ、令和６年３月２９日（金）(必着)
までに市が給付対象者に連絡・確認できない場合には、本給付金の給付を辞退することに同意します。
４．本給付金の給付後、本申請書の記載事項について虚偽※であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には本給付金を返還することに同意します。
※意図的に虚偽の記載をした場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
５.世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていません。
※住民税の取扱いとして、扶養を受けているかご不明の場合は、必ずご家族に確認してください。

	届出日③

	令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日③

	③


	世 帯 主
氏　　　名
	署名（又は記名押印）※署名の場合は押印不要
	受　付
	審　査
	入力/確認

	
	
	
	
	

	電話番号
	
	
	
	



裏面


④

	●支給口座を指定する。（下の口座情報を記入し、振込先金融機関口座確認書類を添付してください。）

	口座名義人
	カナ


	ゆうちょ銀行へ振込
	通帳の記号
	通帳の番号

	
	１
	
	
	
	０
	－
	
	
	
	
	
	
	
	１

	銀行口座へ振込
	口座番号

	銀行・信金・労金　　　　　　　　　　　　　本店
信組・農協・漁協　　　　　　　　　　　　　支店
	□　普通
□　当座
□　貯蓄
	
	
	
	
	
	
	


⑤

＜代理人が申請する場合＞
	　委任者（世帯主）署名（又は記名押印）

　　委任者（世帯主）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　私は、下記の者を代理人（受取人）と定め、本給付金の手続きを委任します。

	フリガナ
	
	生年月日
	年　　　　　月　　　　　日

	代理人
氏　名
	
	続　　柄
	（申請者からみて）

	住　所
	（建物名等）
	日中連絡先
	



　・代理人となることができるのは、令和５年１２月１日時点で、申請者が属する世帯の世帯構成者、申請者の法定代理人、親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている方です。
　・代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書のコピーを貼付してください。

	添付書類貼付欄

	１．振込先金融機関口座確認書類
　上段で、口座情報を記入した場合は、記入した口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳の
コピー（口座番号が記載されている見開き１ページ目）をここに貼付してください。

２．代理人の本人確認書類
　代理人が届出（受給）する場合には、代理人の身分証明書のコピーをここに貼付してください。


	身分証明書（例）

	１点で良いもの
	２点必要なもの

	・運転免許証
・マイナンバーカード
・身体障がい者手帳、療育手帳　等
・旅券（パスポート）　など
	・各種健康保険証（国民健康保険、健康保険　等）
・介護保険の被保険者証等
・各種年金証書（国民年金、厚生年金　等）
・北見市バス乗車証　など






